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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則 

の一部を改正する省令案等の概要 

  

令和４年２月 

経済産業省 資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー課 

Ⅰ．趣旨 

平成３０年７月に閣議決定された第５次エネルギー基本計画において、初めて再生可能エ

ネルギーの「主力電源化」が掲げられた中、令和２年１０月の「国内の温暖化ガスの排出を

２０５０年までに実質ゼロとする」宣言、令和３年４月の「２０３０年に向けた温室効果ガ

スの削減目標を２０１３年度比４６％削減する」方針が表明され、同年１０月の第６次エネ

ルギー基本計画でも、２０３０年に再エネ比率３６～３８％を目指すとするなど、再生可能

エネルギーに対する期待が高まっています。 
また、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正

する法律」（令和２年法律第４９号。以下「エネルギー供給強靱化法」という。）が令和２年

６月５日に成立、同月１２日に公布されました。同法第３条の「電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正」（以下、同条による改正後の再生可

能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法を「改正法」という。）については、エ

ネルギー供給強靱化法附則第１条柱書の規定に基づき令和４年４月１日から施行されます。

本改正法の施行に向けて、令和２年７月から、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新

エネルギー分科会・電力・ガス事業分科会／再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ

トワーク小委員会及び同調査会基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小

委員会の合同会議において６回にわたって議論を重ね、令和３年２月に制度設計の詳細をと

りまとめました。これを踏まえ、関連する省令及び告示の規定について所要の改正が行われ

る予定です。 

今般、こうした動向等を踏まえつつ、令和３年９月から、調達価格等算定委員会において

令和４年度以降の調達価格等の在り方について議論が重ねられ、令和４年２月に同委員会の

意見が取りまとめられました。 

同委員会における意見の他、関連する委員会等における議論の成果・決定事項を含め、必

要な措置を改正法に基づく制度に盛り込むべく、資源エネルギー庁では、電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省令第４

６号。以下「施行規則」という。）並びに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件（平成２９年経済産業省告示第３

５号）及び関係告示の制定・改正に向けた検討を進めてまいりました。これらの内容に関し、

広く国民の皆様から御意見をいただくべく、省令及び告示の制定・改正案について意見公募

手続を行います。 
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Ⅱ．概要 

 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成２４

年経済産業省令第４６号）の一部改正 

※令和３年１２月２８日に結果を公表した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業

法等の一部を改正する法律の施行に伴う電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法施行規則その他関係省令の改正案の概要」を踏まえた改正としています。 

 

第３条 再生可能エネルギー発電設備の区分等 

○ 第３号の３として「太陽光発電設備であって、その出力が２５０キロワット以上５００

キロワット未満のもの」を新たに追加する。 

○ 第４号に規定する設備の出力について「２５０キロワット以上１,０００キロワット未

満のもの」を「５００キロワット以上１,０００キロワット未満のもの」に改正する。 

○ 第５号に規定する設備の出力について「２５０キロワット未満のもの」を「５０キロ

ワット未満のもの」に改正する。 

○ 第５号の２に規定する設備の出力について「２５０キロワット以上のもの」を「５０

キロワット以上のもの」に改正する。 

○ 第８号について「次に掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設備」を「次に掲げ

る事項のいずれかに該当する風力発電設備であって、その出力が５０キロワット未満

のもの」と改正する。 

○ 第８号の２として「前号イからハまでに掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設

備であって、その出力が５０キロワット以上１,０００キロワット未満のもの」を新た

に追加する。 

○ 第８号の３として「前号イからハまでに掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設

備であって、その出力が１,０００キロワット以上のもの」を新たに追加する。 

○ 第２３号の２に規定する設備の出力について「５０キロワット以上１０,０００キロワ

ット未満のもの」を「５０キロワット以上２，０００キロワット未満のもの」と改正

し、第２３号の３を第２３号の４と改正し、第２３号の３として、「バイオマスを発酵

させることによって得られるメタンを電気に変換する設備であって、その出力が２,０

００キロワット以上１０,０００キロワット未満のもの」を新たに追加する。 

○ 第２６号の２に規定する設備の出力について、「５０キロワット以上１０,０００キロ

ワット未満のもの」を「５０キロワット以上２,０００キロワット未満のもの」と改正

し、第２６号の３として、「木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマ

スのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が２,０００キロワ

ット以上１０,０００キロワット未満のもの」を新たに追加する。 

○ 第２９号の２に規定する設備の出力について、「５０キロワット以上１０,０００キロ

ワット未満のもの」を「５０キロワット以上２,０００キロワット未満のもの」に改正

し、第２９号の３を第２９号の４と改正し、第２９号の３として「建設資材廃棄物で

あるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が２,０００キロワット以上

１０,０００キロワット未満のもの」を新たに追加する。 



3 

○ 第３０号の２に規定する設備の出力について、「５０キロワット以上１０,０００キロ

ワット未満のもの」を「５０キロワット以上２,０００キロワット未満のもの」に改正

し、第３０号の３を第３０号の４と改正し、第３０号の３として「一般廃棄物発電設

備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第

２３号から第２９号の３までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その

出力が２,０００キロワット以上１０,０００キロワット未満のもの」を新たに追加す

る。 

 

第４条の２ 認定手続 

○ 第２項第１号において、第５条第１項第１２号の２に定める基準に該当するものであ

ることを示す書類を添付することを追加する。 

 

第５条 認定基準 

○ 第１項第９号の２に定める基準から、集合住宅の屋根上に設置する太陽光発電設備であ

って、その出力が１０キロワット以上２０キロワット未満のものを除く旨を追加。 

○ 第１項第１２号の２として、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備（Ｆ

ＩＴ制度の適用を受ける場合であって、発電設備の所在地が沖縄県又は離島等供給エリ

アに属さない場合に限る。以下この号及び第２項第７号の２において「特定再生可能エ

ネルギー発電設備」という。）について、次に掲げるいずれかの要件に適合するものであ

ることを追加する。 

① 特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所（電気事業法施行

規則（平成７年通商産業省令第７７号）第３条第２項に規定する一の需要場所をい

う。以下同じ。）において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネ

ルギー電気の量の７０パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法

第２７条の３３第１項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給

（以下「特定供給」という。）により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気

として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備

において発電された再生可能エネルギー電気の量の７０パーセント未満を供給する

ものであること。 

② 特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を改

正法第１７条第１項第２号に掲げる方法により供給（以下「再生可能エネルギー電

気卸供給」という。）し、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者（電気事業

法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。）又は登録特定

送配電事業者（同法第２７条の１９第１項に規定する登録特定送配電事業者をいう。

以下同じ。）が、小売供給する電気量の５０パーセント以上を当該特定再生可能エネ

ルギー発電設備の設置の都道府県内に供給するものであること 

③ 特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネル

ギー発電設備を用いて得られる熱を利用すること、かつ、当該特定再生可能エネル

ギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給さ

れた後の残余の再生可能エネルギー電気の量の９０パーセント未満を供給するもの

であること、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気と
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して特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備に

おいて発電された再生可能エネルギー電気の量の９０パーセント未満を供給するも

のであること 

④ 当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請

に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該特定再生可能エネルギ

ー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体（地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。）との間で、災害その他の

非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該特定再

生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該特

定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されてい

るものであること 

⑤ 当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請

に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が地方公共団体であること、

又は、地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おう

とする者に出資していること 

⑥ 地方公共団体が事業を営む者である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者、又

は、当該地方公共団体が出資をしている小売電気事業者又は登録特定送配電事業者

に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネ

ルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること 

○ 第２項第７号の２として、第１項第１２号の２に掲げる要件のうち、①に適合する場合

にあっては、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気のうち、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所に

おいて使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定

供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について、特定契約の相手方

である電気事業者に供給する構造であることを追加する。 

○ 第２項第７号の３として、第１項第１２号の２に掲げる要件のうち、③に適合する場合

にあっては、次に掲げる基準に適合することを追加する。 

 特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該設備を用いて得られ

る熱を利用する構造であること 

 特定再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、

当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された

後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再

生可能エネルギー電気について、特定契約の相手方である電気事業者に供給する構

造であること 

 

第７条 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表 

○ 第１項に第５号の２として、運転開始予定日（運転開始に至っている場合には、運転

開始日） 

○ 第１項に第５号の３として、パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コン

セントの有無 
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第９条 軽微な変更 

○ 軽微な変更ではない変更として、以下を追加する。 

 廃棄費用の積立方法の変更 

 地域活用要件該当性の変更 

 

第１３条の３の３ 調整交付金の額の算定方法 

○ 出力の抑制が代理で行われた場合の交付金算定については、以下の扱いを加える旨を

規定する。 

 発電を行おうとする日の前日に、出力の制御を実施するにあたり、その旨と時間帯

の通知を受けた認定事業者が、当該時間帯においてその認定発電設備を用いて発電

し、及び供給した再生可能エネルギー電気について、当該電気の供給を受けること

により、電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小

売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金又はこれに準ずる

費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額を加える。 

 発電を行おうとする日の前日に、出力の制御を実施するにあたり、その旨と時間帯

の通知を受けた認定事業者が、当該時間帯においてその認定発電設備を用いて発電

し、及び供給した再生可能エネルギー電気について、当該電気の供給を受けること

により、電気事業者が、当該認定発電設備を設置する場所をその供給区域とする一

般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源

等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経

済産業大臣が定める額を加える。 

 発電を行おうとする日の前日に、出力の制御を実施するにあたり、その通知を受け

た時間帯について、翌日市場における同一の時間帯の売買取引における価格として

卸電力取引所が公表する額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に、当

該通知を受けた認定事業者が、当該時間帯においてその認定発電設備を用いて発電

し、及び供給した再生可能エネルギー電気の量を乗ずる方法により算出した額を除

く。 

 

第１４条の３ 代理出力制御における回避可能費用の特例 

○ 削る。 

 

様式関係 

○ 申請側・審査側の業務効率化のため、申請側の記載・添付漏れや記載誤りの多かった事

項に関し、記載事項・添付書類の簡略化（申請項目中の文言・記載欄の省略）、記載すべ

き事項に関する欄の追加（地上設置の場合における設置形態のチェック欄追加、事業区

域の面積に関する記載欄の追加）等を行う。 

○ 地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電への地域活用要件の導入に伴う記入項目の新

設等を行う。 
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インバランスリスク単価等を定める告示（平成２４年経済産業省告示第１４４号） 

 

第２条 特定契約電気事業者がインバランス料金又はこれに準ずるものとして追加的に負

担する費用（以下「インバランスリスク料金」という。） 

○ 第１項第１号で定めるインバランスリスク単価は、変動性発電設備又は非変動性発電設

備ごとに①に掲げる額に②及び③に掲げる値を乗じて得た額とする。 

①  各時間帯において、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第１条第２項第

２号に規定するインバランス料金から施行規則第２２条に規定する回避可能費用単

価を控除した額 

②  各時間帯において、発電用の電気工作物（特定契約及び一時調達契約に基づき電気

を供給する事業の用に供される変動性発電設備又は非変動性発電設備に限る。）を維

持し、及び運用する者（以下「維持運用者」という。）があらかじめ一般送配電事業

者に申し出た電気の量（以下「計画電気量」という。）から、当該一般送配電事業者

が当該維持運用者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量（以

下「受電電気量」という。）を控除した電気の量を、当該一般送配電事業者の供給区

域における特定契約又は一時調達契約を締結している電気事業者ごとの受電電気量

と計画電気量との差を全ての当該事業者で合計した値で除した値 

③  各時間帯において、全国における特定契約又は一時調達契約を締結している電気

事業者ごとの計画電気量と受電電気量の差を全ての当該電気事業者で合計した値を、

全国における全ての当該電気事業者の受電電気量で除した値 

○ 第１項第２号に定めるインバランスリスク単価に乗じる電気の量は、各時間帯におい

て各電気事業者が特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電

気の量とする。 

○ 出力の抑制が代理で行われた場合において、発電を行おうとする日の前日に、出力の

制御を実施する旨とその時間帯の通知を受けた認定事業者が、当該時間帯においてそ

の認定発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気について、当

該電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー

電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料

金又はこれに準ずる費用として追加的に負担することとなる費用は、インバランスリ

スク料金と同様とする。 

 

第３条 特定契約電気事業者が周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる

電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する費用 

○ 一般送配電事業者ごとに、特定契約又は一時調達契約に基づき令和４年４月１日から令

和５年３月３１日までに調達した電気に関する、周波数制御、需給調整その他の系統安

定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用として追加的に負担する費

用を定める。 

○ 出力の抑制が代理で行われた場合において、発電を行おうとする日の前日に、出力の制

御が見込まれる旨とその時間帯の通知を受けた認定事業者が、当該時間帯においてその

認定発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気について、当該電
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気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置

する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統

安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、

その平均の費用は、当該一般送配電事業者が特定契約に基づき令和４年４月１日から令

和５年３月３１日までに調達した電気に関する、周波数制御、需給調整その他の系統安

定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用として追加的に負担する費

用と同様とする。 

 

第５条 インバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額 

○ 施行規則第３条の５第４号の規定に基づき定めるインバランス料金又はこれに準ずる

費用として追加的に負担する費用の目安の額は、インバランスリスク料金と同様とす

る。 

○ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに変動性発電設備から供給された電気

に係るインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の

額は、１キロワット時当たり１円とする。 

○ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに変動性発電設備から供給された電気

に係るインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の

額は、１キロワット時当たり９５銭とする。 

○ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに変動性発電設備から供給された電気

に係るインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の

額は、１キロワット時当たり９０銭とする。 

 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達

価格等を定める件（平成２９年経済産業省告示第３５号）の一部改正 

 

○ 改題 

改正法を踏まえ「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に

基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件」に改正する。 

 

Ⅰ 令和４年度以降の調達価格等及び基準価格等 

○ 調達価格等算定委員会の「令和４年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下

の表のとおり、令和４年度以降の調達価格等及び基準価格等を定める。入札対象区分等

として指定されるものは、応札額を調達価格又は基準価格として採用する方式（pay as 

bid 方式）により調達価格又は基準価格を決定することを定める。 

 

再生可能エネルギー発電設備 

の区分等 

価格決定日が属する年度に適用される

調達価格又は基準価格（／ｋＷｈ）※１ 

調達期間 

又は 

交付期間 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

太 １０ｋＷ未満 １７円 １６円 － １０年間 
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陽

光

発

電

設

備 

１０ｋＷ

以上 

５０ｋＷ

未満 

改正法第９条第４

項の認定の日が令

和２年４月１日か

ら令和６年３月３

１日までの間に属

するもの 

１１円 

（＋α） 

１０円 

（＋α） 
－ ２０年間 

改正法第９条第４

項の認定の日が令

和２年３月３１日

以前に属するもの

（地域活用要件に

係る認定基準を満

たさないもの） 

１０円 

（＋α） 

９.５円 

（＋α） 
－ ２０年間 

改正法第９条第４

項の認定の日が令

和２年３月３１日

以前に属するもの

（地域活用要件に

係る認定基準を満

たすもの） 

１１円 

（＋α） 

１０円 

（＋α） 
－ ２０年間 

５０ｋＷ以上（入札対象を除

く。） 

１０円 

（＋α） 

９.５円 

（＋α） 
－ ２０年間 

入札対象 
落札価格 

(＋α) 

落札価格 

(＋α) 
－ ２０年間 

風

力

発

電

設

備 

陸上風力発電設備（入札対象及

びリプレース案件を除く。） 

１６円 

（＋α） 

１５円 

（＋α） 

１４円 

（＋α）  
２０年間 

陸上風力発電設備（入札対象） 
落札価格 

（＋α） 

落札価格 

（＋α） 

落札価格 

（＋α） 
２０年間 

洋上風力発電設備（着床式）※２ 
２９円 

（＋α） 

落札価格 

（＋α） 
 ２０年間 

洋上風力発電設備（浮体式）※２ ３６円（＋α） ２０年間 

陸上風力発電設備（リプレース

案件） 

１４円 

（＋α） 
－ － ２０年間 

水

力

発

電

設

２００ｋＷ未満 ３４円（＋α） ２０年間 

２００ｋＷ未満（特定水力発電

設備） 
２５円（＋α） ２０年間 

２００ｋＷ以上１,０００ｋＷ

未満 
２９円（＋α） ２０年間 
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備 ２００ｋＷ以上１,０００ｋＷ

未満（特定水力発電設備） 
２１円（＋α） ２０年間 

１,０００ｋＷ以上５,０００ｋ

Ｗ未満 
２７円（＋α） － ２０年間 

１,０００ｋＷ以上５,０００ｋ

Ｗ未満（特定水力発電設備） 
１５円（＋α） － ２０年間 

５,０００ｋＷ以上３０,０００

ｋＷ未満 

２０円 

（＋α） 

１６円 

（＋α） 
－ ２０年間 

５,０００ｋＷ以上３０,０００

ｋＷ未満（特定水力発電設備） 

１２円 

（＋α） 

９円 

（＋α） 
－ ２０年間 

地

熱

発

電

設

備 

１５,０００ｋＷ未満 ４０円（＋α） １５年間 

１５,０００ｋＷ未満（第一種

特定地熱発電設備） 
３０円（＋α） １５年間 

１５,０００ｋＷ未満（第二種

特定地熱発電設備） 
１９円（＋α） １５年間 

１５,０００ｋＷ以上 ２６円（＋α） １５年間 

１５,０００ｋＷ以上（第一種

特定地熱発電設備） 
２０円（＋α） １５年間 

１５,０００ｋＷ以上（第二種

特定地熱発電設備） 
１２円（＋α） １５年間 

バ

イ

オ

マ

ス

発

電

設

備 

バイオマスを発酵させることに

よって得られるメタンを電気に

変換する設備 

３９円 

（＋α） 

３５円 

（＋α） 
－ ２０年間 

森林における立木

竹の伐採又は間伐

により発生する未

利用の木質バイオ

マス（輸入された

もの、石炭を原料

とする燃料を混焼

させるものを除

く。）を電気に変

換する設備 

２,０００ 

ｋＷ未満 
４０円（＋α） － 

２０年間 

２,０００ 

ｋＷ以上 
３２円（＋α） － 

木質バイオマス又

は農産物の収穫に

伴って生じるバイ

オマスのうち固体

であるもの（石炭

を原料とする燃料

１０,０００ 

ｋＷ未満 
２４円（＋α） － 

２０年間 

１０,０００ 

ｋＷ以上 

落札価格 

（＋α） 
－ － 
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を混焼させるもの

を除く。）を電気

に変換する設備 

建築資材廃棄物（石炭を原料と

する燃料を混焼させるものを除

く。）を電気に変換する設備 

１３円（＋α） － ２０年間 

一般廃棄物・その他のバイオマ

ス（石炭を原料とする燃料を混

焼させるものを除く。）を電気

に変換する設備 

１７円（＋α） － ２０年間 

農産物の収穫に伴って生じるバ

イオマスのうち液体であるもの

を電気に変換する設備 

落札価格 

（＋α） 
－ － ２０年間 

 
 ※１ １０ｋＷ未満の太陽光発電設備を除き、調達価格は、表に記載の額に消費税及び地

方消費税に相当する額（表中では「α」と表記する。）を加えた額とする。 

 ※２ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平

成３０年法律第８９号）による公募に係るものは除く。 

    また、同法による公募に係る設備に適用される基準価格は、選定事業者の提出に係

る公募占用計画に記載された供給価格とし、その交付期間は２０年間とする。 

 

○ １０ｋＷ未満の太陽光発電設備を除く発電設備について、改正法第９条第４項の認定の

日が令和３年３月３１日以前に属するものがＦＩＴからＦＩＰへ移行する場合の基準

価格は第２条から第６条の各項に定める調達価格から消費税及び地方消費税に相当す

る額を除く額とし、交付期間は第２条から第６条の各項に定める調達期間の残余の期間

を引き継ぐ旨を定める。 

○ 改正法第９条第４項の認定の日が令和４年３月３１日以前であり改正法第１０条第１

項の変更の認定の結果、調達価格が変更となる場合であって、変更後の発電設備の出力

がＦＩＰ制度のみ認められる対象に属する場合については、ＦＩＰ制度への移行の認定

を受けない限りはＦＩＴ制度を維持し、その調達価格は変更認定後の発電設備の区分の

基準価格に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする旨を定める。 

 

Ⅱ 価格決定日 

○ 認定を受けた以下に掲げる再生可能エネルギー発電設備において、価格決定日（（１）及

び（２）は①及び②に掲げる日のうちいずれか遅い日、（３）及び（４）はそれぞれ定め

る日）が令和４年度（以降複数年度の調達価格が定められている場合は、当該年度まで）

に属する場合に、当該年度の調達価格等が当該再生可能エネルギー発電設備による発電

事業に適用されることとする。 

 

（１）１０ｋＷ以上の太陽光発電設備（入札対象を除く。）の調達価格等 

 ① 改正法第９条第４項の認定の日 
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② 改正法第１０条第１項の変更（以下のいずれかの変更に限る。）の最新の認定の日 

 出力の増加（出力増加後の設備の区分等が入札対象区分等に該当する場合又は

運転開始前において接続契約の相手方である一般送配電事業者等による接続の

検討の結果、出力を増加しなければならない場合を除く。） 

 太陽電池の合計出力の２０％以上の減少（運転開始前において接続契約の相手

方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、太陽電池の合計出力を

減少しなければならない場合を除く。） 

 太陽電池の合計出力の３ｋＷ以上又は３％以上の増加（運転開始前において接

続契約の相手方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、太陽電池

の合計出力を増加しなければならない場合を除く。） 

 接続契約に係る主要な事項の変更 

 当該設備とともに設置される蓄電池に係る変更（当該設備に係る太陽電池の合

計出力が当該設備の出力よりも大きい場合において、蓄電池を当該設備に係る

逆変換装置よりも太陽電池側に新設又は増設する変更に限り、当該蓄電池が電

気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合であって、当

該電気を特定契約によらないで供給する場合を除く。） 

 

（２）５０ｋＷ以上の太陽光発電設備（入札対象を除く。）の基準価格等 

 ① 改正法第９条第４項の認定の日 

② 改正法第１０条第１項の変更（以下のいずれかの変更に限る。）の最新の認定の日 

 出力の増加（出力増加後の設備が入札対象区分等に該当する場合又は運転開始

前において接続契約の相手方である一般送配電事業者等による接続の検討の結

果、出力を増加しなければならない場合を除く。） 

 太陽電池の合計出力の２０％以上の減少（運転開始前において接続契約の相手

方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、太陽電池の合計出力を

減少しなければならない場合を除く。） 

 太陽電池の合計出力の３ｋＷ以上又は３％以上の増加（運転開始前において接

続契約の相手方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、太陽電池

の合計出力を増加しなければならない場合を除く。） 

 接続契約に係る主要な事項の変更 

 当該設備とともに設置される蓄電池に係る変更（当該設備に係る太陽電池の合

計出力が当該設備の出力よりも大きい場合において、蓄電池を当該設備に係る

逆変換装置よりも太陽電池側に新設又は増設する変更に限り、当該蓄電池が電

気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合であって、当

該電気の供給にあたり供給促進交付金の交付を受けない場合又は令和４年４月

１日以降に新たに改正法第９条第４項の認定を受けた場合を除く。） 

 

（３）平成２４～２８年度に認定を受け、運転を開始していない太陽光発電設備（２０１

６年７月３１日までに接続契約を締結した１０ｋＷ以上）の調達価格 

系統連系工事着工申込みの受領の日が令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま

での間に属する場合は、令和２年度の調達価格（１２円／ｋＷｈ）を適用する（令和
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３年度以降に現行法第１０条第１項の変更の認定を受け、令和３年度以降の調達価格

が適用されている場合を除く。）。 

 

（４）風力発電設備（入札対象を除く。）の調達価格等又は基準価格等 

 ① 改正法第９条第４項の認定の日 

 ② 改正法第１０条第１項の変更（以下のいずれかの変更に限る。）の最新の認定の日 

 出力の増加（陸上風力発電（リプレース案件を除く。）であって出力増加後の設備が

入札対象区分等に該当する場合又は運転開始前において接続契約の相手方である

一般送配電事業者等による接続の検討の結果、出力を増加しなければならない場合

を除く。） 

 運転開始前における１０ｋＷ以上かつ２０％以上の出力の減少（接続契約の相手

方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、出力を減少しなければな

らない場合を除く。） 

 運転開始前における区分等の変更 

 接続契約に係る主要な事項の変更 

 

（５）太陽光発電設備（１０ｋＷ未満）、風力発電設備、地熱発電設備、水力発電設備及び

バイオマス発電設備の調達価格等又は基準価格等（入札対象を除く。） 

それぞれ現行の価格決定日を令和４年度以降の調達価格等又は基準価格等にも適用す

る。 

 

（６）入札の落札者に係る太陽光発電設備、風力発電設備及びバイオマス発電設備 

当該再生可能エネルギー発電設備に係る落札者の決定の日を令和４年度以降の調達価

格等又は基準価格等にも価格決定日として適用する。 

 

（７）改正法第１０条第１項の変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備の区分等が

入札対象区分等に該当する場合の調達価格等又は基準価格等 

 現行の価格決定日を令和４年度以降の調達価格等又は基準価格等にも適用する。 

 

Ⅲ 解体等積立基準額 

○ 調達価格等算定委員会の「令和４年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、改正

法第１５条の７第２項の規定に基づき、以下の表のとおりの解体等積立基準額を定め

る。 

 

認定年度 調達価格/基準価格 解体等積立基準額 

令和４年度 

１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満 １１円／ｋＷｈ １．３３円／ｋＷｈ 

５０ｋＷ以上 １０円／ｋＷｈ ０．６６円／ｋＷｈ 

入札対象 落札者ごと ０．６６円／ｋＷｈ 

令和５年度 
１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満 １０円／ｋＷｈ １．３３円／ｋＷｈ 

５０ｋＷ以上 ９.５円／ｋＷｈ ０．６４円／ｋＷｈ 
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入札対象 落札者ごと ０．６４円／ｋＷｈ 

  （注）表中の調達価格は、消費税及び地方消費税に相当する額の加算を省略した額であ

ることに留意が必要。 

 

○ 改正法第９条第４項の認定の日が令和３年３月３１日以前に属するものがＦＩＴから

ＦＩＰへ移行する場合の解体等積立基準額は、当該案件に適用される基準価格に相当す

る調達価格の案件に適用される解体等積立基準額と同様とする。 

○ 一時調達契約における解体等積立基準額は、当該設備に従前適用されていた解体等積立

基準額と同額とする。 

 

この他、表現の適正化や他法令の改正に伴う条番号の適正化を行う。 
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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第４条第１項の規定

に基づき、同法第５条から第８条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電

設備の区分等を指定する件（平成３０年経済産業省告示第５２号）の一部改正 

 

○ 調達価格等算定委員会の「令和４年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、改

正法第４条第１項の規定に基づき、入札対象区分等を次のとおり改正する。 

（１）ＦＩＴ制度の対象となる区分等のうち、入札対象区分等を以下の区分等とする。 

 太陽光発電設備であってその出力が２５０ｋＷ以上のもの。ただし、建物（令和４

年１月１７日以前に設置されていたものに限る。）の屋根に設置するものは除く。 

 陸上風力発電設備（リプレースを除く。）であってその出力が５０ｋＷ以上のもの。 

 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由来す

るものに限る。）のうち固体であるものを電気に変換する設備（石炭を原料とする

燃料を混焼させるものを除く。）であって、その出力が１０,０００ｋＷ以上のもの。 

 農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する

設備 

（２）ＦＩＰ制度の対象となる区分等のうち、入札対象区分等を以下の区分等とする。 

 太陽光発電設備であってその出力が１,０００ｋＷ以上のもの。ただし、建物（令

和４年１月１７日以前に設置されていたものに限る。）の屋根に設置するものは除

く。 

 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由来す

るものに限る。）のうち固体であるものを電気に変換する設備（石炭を原料とする

燃料を混焼させるものを除く。）であって、その出力が１０,０００ｋＷ以上のもの。 

 農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する

設備 

 

入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関

する指針（平成３０年経済産業省告示第５３号）の一部改正 

 

○ 調達価格等算定委員会の「令和４年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、令和

４年度の入札に当たり、以下の改正を行う。 

 

第１ 総論 

１ 趣旨 

○ 第６次エネルギー基本計画の策定など、足元の動きを反映した内容とする改正を行う。 

 

第２ 入札の実施に関する基本的事項 

１ 入札の実施に関する基本的考え方 

○ 令和４年度は、太陽光発電設備については年４回（第１２回（第１四半期）・第１３回

（第２四半期）・第１４回（第３四半期）・第１５回（第４四半期））、陸上風力発電設備

については年１回（第２回（下期））、バイオマス発電設備については年１回（第５回（下
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期））の実施とする。なお、陸上風力発電設備については、入札容量が１．７ＧＷを超え

た場合、同年度内に追加の入札を実施する。 

 

２ 入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備の区分等 

○ ＦＩＴ制度の対象となる区分等のうち、入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備

の区分等は、入札区分等指定告示で掲げられるものと同様、以下の区分等とする。 

（１）太陽光発電設備であって、その出力が２５０ｋＷ以上のもの。ただし、建物（令和

４年１月１７日以前に設置されていたものに限る。）の屋根に設置するものは除く。 

（２）陸上風力発電設備（リプレースを除く。）であって、５０ｋＷ以上のもの。 

（３）木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由来す

るものに限る。）のうち固体であるものを電気に変換する設備（石炭を原料とする燃

料を混焼させるものを除く。）であって、その出力が１０,０００ｋＷ以上のもの。 

（４）農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する

設備 

 

○ ＦＩＰ制度の対象となる区分等のうち、入札の対象とする再生可能エネルギー発電設

備の区分等は、入札区分等指定告示で掲げられるものと同様、以下の区分等とする。 

（１）太陽光発電設備であってその出力が１,０００ｋＷ以上のもの。ただし、建物（令和

４年１月１７日以前に設置されていたものに限る。）の屋根に設置するものは除く。 

（２）木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由来す

るものに限る。）のうち固体であるものを電気に変換する設備（石炭を原料とする燃

料を混焼させるものを除く。）であって、その出力が１０,０００ｋＷ以上のもの。 

（３）農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する

設備 

 

３ 入札量 

○ 令和３年度に実施する入札における入札量は、以下のとおりとする。 

（１）太陽光発電設備（第１２回～第１５回） 

１,０００ｋＷ以上はＦＩＰ制度の対象、２５０～１,０００ｋＷはＦＩＰ制度かＦＩＴ

制度の選択制となっていることから、１,０００ｋＷ以上／未満で区分けする。 

このため、第１２回は、２２５ＭＷ（２５０～１,０００ｋＷは５０ＭＷ、１,０００ｋ

Ｗ以上は１７５ＭＷ）とするが、第１３回以降については、２２５ＭＷを基準として、直

前の回の入札容量を踏まえて、各回の募集容量を機動的に見直す。具体的には、以下のと

おりとする。 

（ア）両区分における入札容量の合計が募集容量の合計を上回った場合 

｛（両区分の入札容量の合計）－（両区分の募集容量の合計）｝×40％の容量に、

各区分における｛（入札容量）－（募集容量）｝を両区分における｛（入札容量）－

（募集容量）｝の合計で除して得られる比を掛けて算出される容量を、今回入札

の募集容量に加えた容量を次回募集容量とする。 

（イ）両区分における入札容量の合計が募集容量の合計を下回った場合 

｛（両区分の募集容量の合計）－（両区分の入札容量の合計）｝の容量に、各区分
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における｛（募集容量）－（入札容量）｝を両区分における｛（募集容量）－（入札

容量）｝の合計で除して得られる比を掛けて算出される容量を、今回入札の募集

容量から差し引いた容量を次回募集容量とする（ただし、２５０～１,０００ｋ

Ｗの区分は５０ＭＷ、１,０００ｋＷ以上の区分は１７５ＭＷを下限とする）。 

 

（２）陸上風力発電設備（第２回） 

１.３ＧＷとする。 

※追加の入札にあたっては、その募集容量は第２回入札において非落札となった容量の

４０％とする。 

 

（３）バイオマス発電設備（第４回） 

１２０ＭＷとする。 

 

４ 供給価格上限額 

○ 太陽光発電設備の第１２回は１０.００円／ｋＷｈ、第１３回は９.８８円／ｋＷｈ、第

１４回は９.７５円／ｋＷｈ、第１５回は９.６３円／ｋＷｈとする。 

○ 陸上風力発電設備（第２回）は１６.００円／ｋＷｈとする。 

※追加の入札にあたっては、第２回入札の加重平均落札価格又は１５.００円／ｋＷｈ

のいずれか高い額とする。 

○ バイオマス発電設備（第５回）については、非公表とし、入札募集開始の日までに設定

することとする。 

 

第５ 入札の実施等 

○ 保証金及び落札者決定について、次のとおり定める。 

 太陽光発電設備の入札において、２５０～１,０００ｋＷ又は１,０００ｋＷ以上の

いずれかの区分で入札容量が募集容量を下回り、もう一方の区分で入札容量が募集

容量を上回る場合には、両区分の募集容量の合計の７９％ に両区分の入札容量の合

計が達するまで、入札容量が募集容量を上回った区分における低価の入札者から順

に落札者を決定する。 

 第１次保証金及び第２次保証金の免除事由として、「地球温暖化対策の推進に関する

法律」（平成１０年法律第１１７号）に基づいて市町村が認定する地域脱炭素化促進

事業に関する案件を加える。 

 第１次保証金及び第２次保証金の没収について、令和４年４月１日以降にＦＩＰ入

札案件として法第９条第４項の認定を受けた太陽光発電設備に関し、蓄電池を太陽

光発電設備に係る逆変換装置よりも太陽電池側に新設又は増設する変更を受けた場

合を保証金の没収事由から除く。 

 第１次保証金及び第２次保証金について、これまでの入札において、当該案件が電

源接続案件一括検討プロセスの対象となったことを理由に辞退した結果として保証

金が没収となった案件と同一の案件であって、かつ、既に電源接続検討一括検討プ

ロセスに参加しており、当該プロセスにおいて、期日までの接続契約が見込まれる

ことが確認できた場合には、これまでの入札で没収となった各保証金の額と同額の
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保証金を免除とする旨を加える。 

 

第７ 落札者決定の取消し等 

 令和４年４月１日以降にＦＩＰ入札案件として法第９条第４項の認定を受けた太

陽光発電設備に関し、蓄電池を太陽光発電設備に係る逆変換装置よりも太陽電池

側に新設又は増設する変更を受けた場合を落札者決定の取消し事由から除く。 

 

この他、表現の適正化等、所要の規定の整備を行う。 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第１５条の６第１項の規定に

基づき、積立対象区分等を指定する件（令和３年経済産業省告示第１３４号）の一部改

正 

 

○ 解体等積立金を積み立てるべき積立対象区分等について、特例太陽光発電設備を除くも

のとする。 

 

この他、表現の適正化等、所要の規定の整備を行う。 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第２条の２第１項の規定に基

づき、交付対象区分等を指定する件（新設） 

 

○ ＦＩＰ制度の対象となる区分等については、次に掲げる区分とする。 

 施行規則第３条の各号に定める発電設備であって、その出力が５０ｋＷ以上のもの

を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業 

 施行規則第５条第２項第６号に規定する第二種複数太陽光発電設備設置事業 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第３条第１項の規定に基づ

き、特定調達対象区分等を指定する件（新設） 

 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和４年３月３１日以前の場合においてＦＩＴ制度の対象

となる区分等については、施行規則第３条の各号に定める発電設備を用いて発電した再

生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業とする。 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに属する場

合においてＦＩＴ制度の対象となる区分等については、次に掲げる区分とする。 

 １,０００キロワット未満の太陽光発電設備、風力発電設備、１,０００キロワット

未満の地熱発電設備、１,０００キロワット未満の水力発電設備及び１０,０００キ

ロワット未満のバイオマス発電設備（農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのう

ち液体であるものを電気に変換する設備を除く。）を用いて発電した再生可能エネル

ギー電気を電気事業者に対し供給する事業 

 施行規則第５条第２項第５号に規定する複数太陽光発電設備設置事業（同条第１項
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第９号の２に規定する第一種複数太陽光発電設備設置事業及び同条第２項第６号に

規定する第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。） 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに属する場

合においてＦＩＴ制度の対象となる区分等については、次に掲げる区分とする。 

 ５００キロワット未満の太陽光発電設備、５０キロワット未満の陸上風力発電設備

（リプレース案件を除く。）、１,０００キロワット未満の陸上風力発電設備（リプレ

ース案件に限る。）、洋上風力発電設備、１,０００キロワット未満の地熱発電設備、

１,０００キロワット未満の水力発電設備及び２,０００キロワット未満のバイオマ

ス発電設備（農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気

に変換する設備を除く。）を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に

対し供給する事業 

 施行規則第５条第２項第５号に規定する複数太陽光発電設備設置事業（同条第１項

第９号の２に規定する第一種複数太陽光発電設備設置事業及び同条第２項第６号に

規定する第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。） 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和６年４月１日から令和７年３月３１日に属する場合に

おいてＦＩＴ制度の対象となる区分等については、次に掲げる区分とする。 

 ５０キロワット未満の陸上風力発電設備（リプレース案件を除く。）、１,０００キロ

ワット未満の陸上風力発電設備（リプレース案件に限る。）、浮体式洋上風力発電設

備、１,０００キロワット未満の地熱発電設備及び１,０００キロワット未満の水力

発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事

業 

 

○ 沖縄県及び離島等供給エリアにおいては、上記によらず施行規則第３条に定める全ての

設備の区分等をＦＩＴ制度の対象となる区分等とする。 

 

その他 

○ 以下の告示について、表現の適正化等の改正を行う。 

・電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進する

ため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標（平成２９年経済

産業省告示第３６号） 

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第３２条第２項

の規定に基づき納付金単価を定める告示（平成２４年経済産業省告示第１４２号） 

 

○ 以下の告示について、根拠規定となる条項が廃止されているため、廃止する。 

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第２１

条の２第５号の規定に基づき、経済産業大臣が別に告示する要件を定める件（平成２

８年経済産業省告示第２４７号） 

・経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定す

る告示（平成２９年経済産業省告示第２１２号） 
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施行期日 

 

○ 上記の経済産業省令及び経済産業省告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（以上） 


